
◆ 国税庁においては、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」を目指し、これまでも、オンライン(e-Tax)の
利用を推進してきたところです。

◆ 手続いただく皆様の利便にもつながるものであり、積極的にe-Taxをご利用していただくよう、ご協力をお願いします。

積極的なe-Tax利用のお願い

国税庁においては、本年10月に、規制改革実施計画（令和３年６月18日閣議決定）に基づき、年間10万件以上の手続（以下の28手続）について、
オンライン利用率を引き上げるための基本計画を策定しました。

※ 法人税申告については、引き続き添付書類も含めたe-Tax（いわゆる「完全e-Tax」）も推進していきます。
※ 国税納付手続のオンライン利用率はキャッシュレス納付割合を指し、また、目標値は令和７年度末のものです。
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法人税申告 ※ 86.7% 90.0% 青色事業専従者給与に関する届出（個人） 39.7% 50.0%

消費税申告(法人) 85.7% 90.0% 所得税の青色申告の取りやめ 22.2% 30.0%

所得税申告 55.2% 65.0% 所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出 31.4% 50.0%

消費税申告(個人) 67.8% 75.0% 消費税課税事業者届出 50.1% 60.0%

相続税申告 14.4% 40.0% 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出 58.0% 65.0%

贈与税申告 55.2% 65.0％ 給与所得の源泉徴収票(同合計表) 66.7% 75.0%

印紙税申告(書式表示) 60.5% 70.0% 給与支払事務所の開設・移転・廃止の届出 19.7% 30.0%

内国普通法人等の設立の届出 49.7% 60.0% 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請 61.4% 70.0%

青色申告書の承認の申請(法人) 54.2% 65.0% 納税管理人の届出 11.1% 20.0%

異動事項に関する届出(納税地等の異動) (法人) 80.6% 85.0% 更正の請求 28.2% 40.0%

異動事項に関する届出(事業年度等の変更)(法人) 80.6% 85.0% 酒類の販売数量等の報告 13.3% 20.0%

事前確定届出給与に関する届出(法人) 79.2% 85.0% 「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準」の実施状況等の報告 13.0% 20.0%

個人事業の開業届出・廃業等届出 17.6% 30.0% 国税納付手続 ※ 29.3% 40.0%

所得税の青色申告承認申請 29.0% 40.0% 納税証明書の交付請求 10.9% 20.0%

◆ 上記の手続（所得税、法人税及び消費税の申告を除く）について、アンケート形式で改善意見を募集

しています。より皆様の利便性向上につながるよう、ご協力をお願いいたします。

改善意見の募集について URL：https://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_2021_kihonkeikaku.htm


